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各市町村教育委員会指導事務主管課長 殿

鹿児島県教育庁義務教育課長

学校における携帯電話の取扱い等について（ 通知）

各市町村教育委員会におかれては，携帯電話等の取扱いをはじめ，インターネット

上の問題行動等については適切に指導されているものと考えております。

今般の「 学校における携帯電話の取扱い等に関する有識者会議」における審議の結

果を踏まえて，別添写しのとおり文部科学省初等中等教育局長から通知があり，学校

における携帯電話の取扱い，情報モラル教育の充実等について，学校及び教育委員会

の取組の基本とすべき事項が示されました。

各市町村教育委員会においては，今回の通知の内容に十分留意し，学校における携

帯電話の取扱いに関して，各学校や地域の実態を踏まえた上で，定めた基本的な指導

方針について，児童生徒及び保護者へ周知するとともに，児童生徒への指導の徹底を

お願いします。

なお，今回の通知では，学校における携帯電話の取扱いに係る方針の説明や，携帯

電話の正しい使い方に関する指導について，学校が家庭と連携して対応することが求

められているところですが，別添資料等を活用して，各市町村教育委員会及び各学校

において，児童生徒の携帯電話の所持・ 使用について，家庭と連携した取組の更なる

充実を図るようお願いします。
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